
去
來
墓
の
所
在
地
に

鋳
て

寺

田

貞

四
足
は
速
急
三
聖
の
勲
章
山
崎
宗
鑑
の
終
焉
地
（
燃
澱
響

騎
墾
、
瀦
）
で
あ
り
、
俳
句
熱
は
号
か
ら
盛
で
あ
っ
た
ら
し
■
・

く
、
伊
豫
の
松
山
は
近
世
俳
壇
の
互
星
子
規
を
初
め
、
高
濱
虚
子
・

内
藤
鳴
雪
な
ど
現
代
の
宗
匠
の
輩
出
し
た
慮
で
あ
る
の
で
松
出
邊

は
勿
論
で
あ
ら
う
が
、
高
松
擾
も
俳
句
に
趣
味
を
有
す
る
雅
客
が

少
く
な
い
、
・
色
々
の
雨
声
も
行
は
れ
て
る
る
が
、
最
近
に
は
赤
十

字
書
院
の
樂
山
伏
叢
士
を
中
心
と
し
た
松
風
會
（
聖
業
讐

や
、
婦
合
よ
つ
て
成
る
春
蕃
（
昭
和
五
年
春
創
始
）
も
組
織
さ
れ
、
客
地

の
俳
人
前
川
舟
居
氏
を
聰
し
熱
心
研
究
に
指
事
す
る
様
に
な
り
、

俳
句
に
は
全
く
門
外
漢
で
あ
っ
た
自
分
ま
で
も
燧
に
末
席
を
汚
す

や
う
に
な
っ
た
、
蓋
俳
句
は
土
地
の
自
然
に
封
ず
る
心
縛
を
あ
ら

は
す
も
の
で
、
地
理
に
は
章
程
垂
簾
の
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

興
味
を
恥
い
一
L
み
た
の
で
あ
っ
た
減
轡
（
昭
和
五
年
十
月
廿
五
日
）
虚
子

氏
來
高
、
古
壺
新
酒
の
題
下
に
一
場
の
講
演
を
試
み
ら
れ
、
現
代
の

去
真
紅
の
班
在
に
就
て
　
（
毒
田
）

俳
句
は
昔
時
の
夫
と
は
異
り
、
自
然
現
象
に
重
き
を
お
い
て
よ
む

庭
に
現
代
俳
句
の
妙
味
が
あ
り
得
る
の
で
、
七
二
と
て
も
科
羅
・
と

提
携
し
て
進
む
べ
き
も
の
で
あ
る
と
云
は
れ
て
る
た
の
で
、
一
暦

の
興
味
を
感
じ
た
、
恰
も
曾
の
日
豊
誹
月
）
は
俳
聖
暴
忌
に

量
る
の
で
、
何
と
な
く
昔
を
追
懐
し
、
從
來
考
へ
て
る
た
去
來
の

墓
所
に
關
す
る
一
文
を
草
す
る
や
う
に
な
っ
た
。

　
去
來
の
墳
纂
と
帯
す
る
も
の
は
ニ
ケ
所
あ
る
、
申
す
ま
で
も
な

く
一
つ
は
山
城
國
葛
野
郡
上
嵯
峨
落
首
舎
の
側
で
あ
り
、
扁
つ
は

京
都
東
山
の
鈴
聲
虚
眞
如
堂
で
あ
る
。
前
者
は
情
懐
院
門
前
か
ら

少
し
南
に
位
し
、
去
來
が
別
荘
の
逡
蹟
で
あ
る
落
禽
舎
の
後
方
竹

林
中
の
墓
域
で
、
去
來
の
墓
は
其
の
西
北
隅
に
位
し
、
東
志
し
て

橘
の
無
石
碑
蒸
約
謹
き
、
喬
に
黍
と
二
実
き
く

崩
し
て
あ
る
。
後
者
は
向
井
家
の
墓
域
で
眞
如
堂
纂
地
中
に
在
る

の
で
あ
る
、
然
し
去
來
の
碑
石
は
現
存
し
て
み
な
い
。

蛾
〃
十
よ
ハ
陥
誉
　
　
鱈
耀
二
號
　
　
　
ご
七
・
七

（lll）



　
　
　
　
　
去
來
墓
の
所
在
に
就
て
　
（
富
田
）

　
然
ら
ば
此
賢
所
い
つ
れ
が
去
來
の
眞
の
葬
所
で
あ
ら
う
か
、
去

來
の
萬
た
向
井
家
は
も
と
長
崎
に
贋
住
し
て
み
た
が
、
去
來
の
父

斗
升
の
時
に
京
師
に
畠
で
、
讐
を
以
て
鳴
っ
て
み
た
。
聖
護
院
に

居
住
し
て
み
た
關
係
で
も
あ
ら
う
、
延
費
五
年
、
六
十
九
歳
を
以

て
浸
す
る
や
、
眞
如
堂
に
葬
り
、
之
よ
り
眞
如
堂
は
向
井
家
の
螢

域
と
な
っ
た
の
で
あ
る
、
兄
の
元
端
や
、
元
端
の
養
子
元
桂
を
始

め
一
族
は
蒼
黒
慮
に
葬
ら
れ
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
虫
來
も
此

塵
に
葬
ら
れ
た
こ
と
は
不
思
議
で
な
い
。
記
録
に
も
此
塵
に
葬
っ

た
と
記
さ
勉
て
る
る
も
の
が
段
々
あ
る
。

　
好
古
類
纂
三
編
二
に
は
、
「
向
脛
去
來
名
は
傘
時
、
叉
義
焉
、
元

日
と
も
い
へ
り
、
通
樗
卒
治
郎
、
叉
治
郎
大
夫
と
い
ふ
、
肥
前
長

崎
の
入
、
考
京
都
に
移
る
、
野
鳥
こ
れ
に
從
ひ
、
鴨
河
東
聖
護
院

に
住
し
、
…
…
費
永
元
年
九
月
十
日
獲
す
、
年
五
十
四
、
京
都
東

山
神
樂
岡
鈴
聲
山
に
葬
る
…
…
。
」

　
η
ハ
、
日
影
新
聞
大
正
七
年
一
月
號
に
は
、
｝
、
元
緑
簑
永
珍
話
巻
三

（近

W
集
第
…
）
に
は
嘉
元
睾
九
月
吉
、
罪
人
落
柿
舎
黍

卒
、
年
六
＋
三
世
四
聖
墾
墾
窟
に
葬
る
と
あ
り
」
と
記
し

て
居
り
。

　
　
　
　
　
　
餓
工
i
山
ハ
巻
　
　
第
「
二
號
　
　
　
二
七
八

地
風
営
業
札
（
鰍
讐
に
は
「
罪
去
來
は
向
井
元
升
の
子
な

り
、
兄
弟
四
入
あ
り
、
一
入
は
女
子
に
し
て
千
子
と
云
、
俳
階
を

よ
く
す
、
総
領
を
元
端
，
號
震
軒
、
二
男
元
成
號
魯
町
、
】
入
去

來
あ
り
、
名
一
更
號
落
警
守
、
構
李
二
郎
、
京
都
に
終
る
、
墓
は

黄
如
堂
の
側
に
あ
り
。
余
甲
戊
の
春
京
師
に
あ
そ
び
、
其
墳
墓
を

掃
ふ
。
」
と
記
し
て
あ
の
わ

　
叉
、
京
都
帝
國
大
愚
里
言
新
村
醗
謀
士
も
其
の
著
「
南
蟹
更
紗
」

に
去
黒
星
の
事
と
題
し
（
二
三
八
六
）
、

　
「
去
來
一
家
の
墓
に
魯
町
卯
七
等
の
長
崎
在
住
の
者
な
除
け
ば
、
洛
束
眞

如
堂
慕
地
の
宙
仙
南
…
隅
…
合
秘
撚
樹
の
噛
陰
に
．
存
し
、
姻
戚
の
回
分
霊
も
加
一
へ
て
今
十

三
墓
為
算
す
ろ
、
去
來
の
父
母
（
元
升
夫
婦
）
兄
妓
（
元
端
夫
婦
）
の
墓
の
磐

系
統
も
経
歴
も
不
分
明
な
人
糞
ち
の
墓
の
み
で
あ
っ
て
、
去
來
の
墓
ば
古

書
に
に
矢
張
り
実
測
堂
に
あ
る
と
書
い
て
あ
る
に
も
拘
に
ら
す
・
、
今
に
兄

え
め
。
」

と
云
は
れ
て
居
り
、
湯
谷
句
欝
背
黒
私
製
嬬
㎜
攣

騙
）
中
に
選
言
の
酷
に
あ
っ
斐
考
の
手
紙
の
中
に
、
秦

の
墓
も
向
井
元
淵
之
墓
と
有
之
」
と
あ
る
さ
う
だ
か
ら
、
當
時
は

相
並
ん
で
こ
、
に
あ
っ
た
も
の
に
相
輿
な
い
が
、
い
つ
の
こ
ろ
ど

う
し
允
も
の
か
…
…
し
と
云
は
れ
て
居
る
。

（ユ12）



　
之
に
よ
れ
ば
去
來
は
三
婆
堂
の
先
榮
に
葬
ら
れ
，
讃
老
庵
口
札

の
薯
者
老
樗
軒
と
云
ふ
入
は
實
際
之
に
蓼
嫁
し
た
の
で
あ
る
か

ら
一
息
時
は
纂
碑
も
存
し
て
み
た
も
の
と
槻
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、

而
此
著
者
は
甲
戊
の
年
に
参
詣
し
た
の
で
、
甲
．
戊
は
明
治
七
年
、

文
化
十
一
年
、
費
暦
四
年
、
元
緑
七
年
が
之
に
當
っ
て
み
る
か
ら
老

樗
軒
と
云
・
｛
人
が
明
治
時
代
ま
で
み
た
入
と
見
れ
ば
明
治
七
年
ま

で
、
若
し
徳
川
時
代
の
入
と
み
れ
ば
文
化
十
一
年
頃
ま
で
は
去
來

の
墓
碑
は
確
に
存
し
て
み
た
と
申
し
て
よ
い
。
場
上
は
虫
來
の
墓

が
虞
如
堂
に
在
る
例
話
の
一
端
に
泄
ぎ
な
い
が
、
爾
探
せ
ば
子
種

の
記
事
は
少
な
か
ら
ず
嚢
嘉
し
得
る
こ
と
Σ
思
ふ
、
、

　
之
に
反
し
嵯
峨
に
あ
る
強
威
の
墓
に
付
て
は
、
ど
の
記
事
を
見

て
も
眞
跡
と
云
ふ
て
る
る
の
は
な
い
、
新
村
博
士
も
南
蟹
更
紗
の

「
黍
蒙
の
事
」
聖
書
の
中
に
、

　
嵯
峨
に
あ
る
の
が
果
し
て
そ
れ
で
あ
ら
う
か
、
石
は
薪
し
く
も
あ
り
、

　
盧
分
に
ば
疑
は
れ
る
。
去
々

と
云
ふ
て
屠
ら
れ
、
叉
大
谷
旬
佛
師
も
断
想
私
製
留
立
）
の
中

に
、

嵯
峨
の
ム
洛
読
売
の
に
無
論
本
紙
「
の
も
の
で
レ
μ
な
い
か
ら
、
丈
堂
口
の
舐
な

　
　
　
　
去
來
墓
の
班
在
に
就
て
　
（
寺
田
）

い
か
ぎ
り
ば
去
來
の
収
骨
に
永
久
に
ど
こ
に
あ
る
か
知
る
こ
と
が
欝
來

な
い
の
で
あ
ろ
。

　
と
云
．
心
で
唐
ら
れ
る
、
自
分
も
此
墓
を
一
種
の
記
念
塔
と
信
じ

て
居
る
天
で
、
拙
署
京
響
家
墳
墓
録
「
向
井
黍
塚
－
肇
一
蜷

に
は
、

　
蝿
塚
ほ
後
世
何
人
か
の
建
立
ぜ
し
も
の
と
据
る
方
至
愚
な
ら
む
。

と
記
し
て
置
い
た
位
で
、
自
分
は
去
來
は
眞
如
堂
に
葬
ら
れ
た

も
の
と
信
じ
て
み
る
の
で
あ
る
が
，
向
井
家
踊
族
の
墓
碑
は
多
罪

に
残
存
し
て
み
る
に
も
掬
は
ら
す
、
肝
心
の
虫
魚
の
碑
石
が
な
い

の
で
、
從
來
斯
道
の
名
家
が
幽
界
を
追
慕
せ
ら
る
、
の
絵
り
、
昭

々
眞
如
堂
の
逡
蹟
を
訪
は
れ
，
然
も
皆
失
望
の
中
に
之
を
名
文
に

名
著
に
綴
ら
れ
て
み
る
の
が
少
く
な
い
の
で
あ
る
。
最
近
で
は
京

都
帝
國
大
墨
の
新
村
博
士
が
大
阪
朝
日
紙
上
に
蓮
載
せ
ら
れ
た
長

崎
紀
行
の
中
に
も
之
を
見
、
後
南
轡
更
紗
の
中
に
お
さ
め
ら
れ
、

　
去
來
の
父
母
（
元
升
夫
婦
）
兄
媛
（
元
端
夫
婦
）
の
墓
の
外
、
系
統
も
経
歴

　
も
不
分
明
な
人
力
ち
の
墓
の
み
で
あ
っ
て
、
墨
壷
の
墓
1
1
上
書
に
は
矢

　
張
り
U
墨
如
堂
に
あ
ろ
と
書
い
て
あ
る
に
・
も
拘
「
ぼ
ら
識
す
、
A
守
に
見
え
ぬ
、

　
嵯
峨
に
あ
る
の
が
果
し
て
そ
れ
で
あ
ら
う
か
、
石
に
薪
し
く
も
あ
り
自

　
分
に
ば
疑
ば
れ
る
、
さ
り
と
て
外
に
求
め
や
う
も
な
い
。

第
十
山
ハ
魯
　
　
第
ご
擁
　
　
　
二
七
九

（　l13　）



　
　
　
　
　
　
去
來
墓
の
所
在
に
就
て
　
（
寺
田
）

　
と
云
ふ
て
居
ら
れ
、
叉
東
本
願
寺
の
句
佛
師
は
其
の
樵
涌
心
録
な

る
懸
私
興
螺
翻
辮
糊
）
に
、
展
蕃
と
題
し
眞
墾
に
向
井

濠
の
壁
を
展
ぜ
ら
れ
た
文
中
に
、

　
な
ほ
こ
の
外
に
向
井
家
の
墓
石
が
立
ち
並
ん
で
み
る
が
、
皆
享
保
以
後

　
の
人
で
あ
っ
た
、
か
く
の
如
く
向
井
家
の
墓
地
で
あ
る
に
も
か
、
に
ら

　
鴫
ゾ
、
肺
心
の
去
來
の
墓
石
が
見
え
な
い
〇

　
　
　
　
一
基
足
ら
ぬ
淋
し
さ
語
る
冬
日
か
な
　
　

肉
判
子

　
　
　
墓
前
立
ち
去
り
難
し
衷
ダ
雪
濠
浴
ぷ
　
　
　
圃

　
　
　
去
來
の
み
こ
、
に
墓
な
き
寒
さ
か
な
　
　
　
　
句
　
　
　
佛

　
…
…
…
折
角
勧
れ
六
人
に
逢
ひ
得
な
か
つ
糞
や
う
な
淋
し
い
心
持
で
、

　
一
兀
來
六
二
な
引
か
へ
絶
亨
：
：
：
：
・
後
世
に
訪
ひ
た
い
入
の
墓
ば
万
方
・
も
な

　
く
な
っ
て
却
っ
て
訪
ふ
人
も
な
い
慕
石
が
徒
ら
に
塊
為
塞
い
で
み
ろ
、

　
生
滅
は
膚
然
の
甦
理
だ
、
い
か
に
鐵
柵
湯
麺
ら
し
野
寄
豪
の
碑
石
も
つ

　
ひ
に
に
滅
亡
び
る
時
が
あ
る
の
だ
、
無
釜
な
形
骸
の
名
残
存
と
ダ
め
る

　
よ
り
・
も
象
と
ヘ
一
層
表
り
と
も
書
髭
・
残
す
’
に
し
く
に
な
い
と
つ
く
ぐ

　
思
っ
た
。

　
と
記
し
、
萢
蹟
の
煙
滅
を
惜
ん
で
居
ら
れ
る
の
で
、
自
分
が
向

井
家
の
墓
榮
に
就
て
、
・
勘
と
し
た
こ
と
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
略

ぽ
其
の
瀬
瀬
を
探
り
當
て
た
事
實
を
是
非
何
か
の
序
に
御
報
告
申

し
上
げ
た
い
と
思
ひ
な
が
ら
、
將
來
の
も
の
ぐ
さ
で
つ
い
其
の
儘

に
打
ち
過
ぎ
て
み
た
、
本
年
は
伺
か
の
御
豫
で
も
あ
ら
う
。
此
の

　
　
　
　
　
　
　
欝
κ
十
山
ハ
爪
讐
　
第
二
號
　
　
　
二
八
○

去
混
獲
に
際
し
何
と
な
く
記
し
て
見
た
い
感
に
打
た
れ
た
次
第
で

あ
る
。

　
先
づ
眞
如
堂
の
向
弁
家
墓
榮
に
就
て
記
し
て
見
る
と
、
自
分
の

最
近
に
参
詣
し
た
の
は
大
正
十
五
年
十
唱
題
三
十
日
で
、
寸
時
の

向
井
家
の
墓
域
は
左
の
麺
り
で
あ
っ
た
。

　
眞
如
堂
の
墓
域
は
本
堂
の
南
に
東
西
に
な
が
く
断
っ
て
居
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
シ
ウ
ジ

其
の
東
南
隅
の
一
域
は
拗
修
寺
伯
欝
家
の
塑
で
あ
り
、
之
と
並
ん

で
北
が
向
蒙
の
肇
あ
る
、
高
さ
三
尺
八
寸
許
の
五
馨
（
嘱

雛）

�
?
端
に
し
て
、
蕃
爾
側
に
奈
碑
石
＋
三
基
並
ん
で
み
る

（
眞
如
堂
向
井
野
墓
城
樋
（
現
在
）
塗
照
）
新
村
博
士
の
御
事
に
な
つ
お
も
、
句
佛
師

が
山
糎
子
と
訪
れ
た
の
も
此
形
に
な
っ
て
か
ら
の
墓
塾
で
あ
る
。

　
の
五
輪
塔
表
瞳
に
花
塗
慶
秋
信
女
、
了
照
蜘
惑
儒
尼
と
二
行
に
刻
し

　　

痘
ﾊ
保
累
・
響
て
あ
・
。
（
璽
田
翁
寸
券
）

甲
斐
升
墓
曹
賢
堕
尺
八
寸
の
碑
石
、
一
薯
（
三
幅
各
二
尺
三
寸
）

　
　
上
に
立
ち
西
薦
す
、
表
弼
に
殉
井
以
順
甫
之
墓
、
碑
陰
に
、
元
隷
七
年

　
　
歳
次
甲
戊
季
夏
日
貝
原
驚
信
撰
丈
な
ろ
向
弾
氏
禦
蘭
先
生
碑
銘
並
序

　　

ｮ
も
（
羅
譜
騒
網
頭
薪
糠
蝦
）

　
㈲
向
井
元
升
妻
纂
　
向
井
元
升
墓
と
同
形
岡
嵩
の
碑
で
、
表
颪
に
向
非

　
　
以
額
市
妻
久
来
氏
之
墓
、
右
測
に
、
元
藤
七
年
歳
次
甲
輝
々
夏
日
孝
子

（IM）



　
元
蟷
建
と
灘
し
、
聾
圓
院
の
過
去

　
帳
に
に
薦
室
貞
淑
大
姉
、
天
和
ご

　
壬
豊
年
四
月
前
臼
残
点
門
”
弾
一
兀
塩
断

　
と
認
し
て
あ
る
。

㈹
向
井
元
端
一
向
弾
元
升
墓
と
同

形
碧
（
嵩
さ
三
尺
五
寸
、
腕
コ
尺
二
寸
、
厚
さ
七
寸
）

ご
暴
至
・
立
・
（
懸
墾

罐
ハ
轡
臨
写
尺
）
藩

　
す
、
表
面
に
盆
馨
院
法
印
向
口
元

　
端
墓
と
灘
し
、
厩
二
院
の
黒
表
帳

　
に
に
正
徳
二
垂
辰
年
十
二
月
二
十

露
灘
）
圏
嬉
沸
弾
蓼
麿
睡
甘
油

黒
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♂
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　　霞

麟

一耕π＿

日
讐
認
・
。
（
二
物
漣
唾

響
向
向
井
元
端
嚢
墓
晦
井
元
端
墓
と
同
形
垂
垂
の
碑
で
、
表
衝
に
震
脚

　
之
妻
片
桐
氏
墓
と
劉
し
、
過
去
帳
に
に
心
光
院
三
響
廉
月
貞
儒
大
姉
、

　
享
保
二
十
乙
謹
言
二
月
二
十
二
日
残
す
と
詑
す
。

⑥
丈
室
向
井
二
途
向
井
元
端
墓
と
同
形
同
高
の
碑
、
表
露
に
文
室
向

　
井
氏
墓
と
灘
す
、
向
井
元
端
の
養
子
吉
田
快
庵
即
ち
向
井
元
桂
の
妻

　
で
、
過
去
帳
に
に
智
照
院
貞
節
大
妨
、
丈
室
向
井
氏
、
向
井
元
桂
妻
、

　
元
丈
元
丙
辰
年
九
月
十
短
残
す
と
認
ゼ
リ
O

の
久
来
英
彦
之
墓
　
碑
形
に
向
弁
元
始
、
元
端
墓
と
岡
じ
い
が
、
高
さ

去
來
墓
の
所
在
に
就
て
　
（
寺
上
）

差
麟
蹄
暗
糎

二
尺
八
寸
、
編
八
寸
、
厚
さ
五
寸
五
分
の
小
碑
で
、
一
楽
石
上
に
立

じ
っ
て
み
る
、
裏
耐
に

　
秀
踊
子
姓
藤
、
氏
久
米
、
名
入
之
亟
、
字
英
彦
、
久
来
利
文
之
長
子

　
也
、
延
賓
擁
］
出
小
・
七
月
十
有
三
n
口
磁
子
一
肥
晶
醐
州
長
崎
口
巴
、
享
年
山
ハ
歳
貞

　
享
甲
子
五
月
ニ
や
有
八
口
病
卒
子
洛
陽
族
館
、
越
明
目
葬
洛
束
鈴
撃

・
。
（
過
去
帳
に
匡
黍
…
闘
子
英
彦
、
貞
享
甲
子
五
月
二
十
有
八
日
病
卒
、
向
井
入
学
亟
）

醐
久
来
英
俊
之
慕
　
久
来
英
彦
纂
と
同
形
制
嵩
の
小
碑
で
、
爽
颪
に
久

　
来
英
俊
之
墓
、
裏
面
に

第
十
六
巻
　

第
二
號
　
　
　
一
7
八
一

（l15）



去
三
戸
の
所
在
に
果
て
　
（
寺
田
）

　
　
希
賢
子
姓
藤
原
、
氏
久
来
、
名
守
壽
、
字
英
俊
、
號
式
右
衛
門
、

　
　
久
来
貢
彦
之
弟
也
、
天
和
三
年
癸
亥
正
月
二
十
日
生
干
肥
陽
長
崎

　
　
享
年
十
有
山
ハ
凸
型
元
隷
十
一
年
戊
寅
二
日
〃
初
↓
」
日
病
卒
子
洛
、
誠
阿
初

　
　
九
日
葬
子
洛
東
鈴
聲
山
。
　
　
　
　
　
　
　
8

　
過
去
媛
に
は
希
賢
子
英
俊
、
向
・
升
氏
、
元
緑
十
一
戊
寅
年
二
月
七
E

　
と
記
し
、
大
谷
句
佛
師
が
臆
想
私
録
、
去
來
の
長
崎
行
A
の
中
に
此

　
こ
と
潜
記
し
、

　
　
去
來
の
弟
牡
年
が
何
か
の
事
情
で
、
母
方
の
久
米
家
々
縫
い
だ
の

　
　
で
、
そ
の
子
守
壽
為
向
井
家
の
瞳
子
と
し
て
京
都
に
引
取
り
、
去

　
　
來
の
手
許
で
育
て
、
み
た
ら
し
い
が
、
元
緑
十
一
年
二
月
七
日
病

　
　
残
し
六
の
で
あ
る
、
「
績
有
磯
海
に
」
猫
子
守
壽
十
六
歳
の
春
鍔
ま

　
　
か
り
け
ろ
に
、

　
　
　
　
死
顔
の
お
ぼ
ろ
一
と
花
の
い
ろ
　
　
　
　
去
　
　
來

　
　
と
詠
ん
で
、
あ
り
し
日
の
颪
影
た
ま
ざ
ま
ざ
と
描
い
て
悲
し
ん
で

　
　
み
る
さ
ま
ほ
哀
情
の
限
り
な
つ
く
し
て
み
る
。

　
と
云
ひ
、
又
同
噺
想
私
錐
の
「
展
墓
」
の
中
に
、

　
　
「
久
面
白
俊
之
墓
と
あ
る
の
が
、
正
し
く
去
來
の
量
子
で
、
利
丈

　
　
と
云
ふ
去
來
の
弟
の
子
で
あ
る
、
去
來
の
鼎
省
曲
物
語
ら
ん
と
す

　
　
る
に
こ
の
人
の
死
で
あ
る
。
幽
々
」

　
と
あ
る
の
は
髭
墓
で
あ
る
。

⑨
向
井
伯
彦
之
墓
　
同
形
の
小
碑
で
、
表
弼
に
向
井
伯
彦
之
墓
、
裏
に

元
腺
十
四
辛
E
歳
十
二
月
二
十
日
昌
千
代
と
刻
し
、
過
去
帳
に
に
向

　
井
淑
英
子
、
元
藤
十
丁
丑
年
十
二
月
二
十
日
、
向
井
伯
彦
、
と
記
し

第
十
山
ハ
翫
巷
　
弟
二
號
　
　
　
二
入
ご

　
向
井
以
順
甫
夫
妻
の
墓
ハ
現
今
の
位
置
）
及
五
輪
塔

五
輪
塔
の
後
方
は
勤
修
寺
家
墓
塑
、
以
順
甫
亀
山
後
方
土
手
際
が
落

位
置
。

　
て
あ
る
Q

均
向
井
元
雄
之
墓
　
同
形
の
小
碑
で
、
表
面
に
向
井
元
雄
之
墓
、
裏
面

　
に
幼
名
菊
千
代
、
艶
去
帳
に
は
向
井
伯
英
子
、
元
緑
三
庚
午
年
三
月

　
十
⊥
ハ
日
、
向
井
一
門
版
下
、
と
記
ぜ
り
0

11

?
良
貞
俊
之
墓
　
同
形
の
小
昼
で
、
表
面
に
純
良
貞
俊
之
墓
、
裏
面

　
に
享
保
三
戊
戌
年
十
一
月
二
十
六
日
卒
、
過
去
帳
に
は
純
良
貞
俊
大

　
姉
向
井
氏
と
記
し
て
あ
る
0

12

?
井
元
進
之
墓
　
同
形
の
小
碑
で
、
衷
衝
に
向
井
元
進
之
墓
、
裏
弼

（　116　）



に
銘
を
灘
し
て
み
な
い
、
過
去
帳
に
に
向
非
薩
恭
、
向
井
元
進
之
事

　
元
交
三
戊
午
年
入
月
十
n
口
と
記
し
て
あ
る
。

13

ｳ
隆
之
墓
同
形
小
碑
で
、
表
百
に
瞥
軒
向
井
元
隆
之
墓
と
刻
し
、

　
遇
去
帳
に
は
三
軒
向
三
田
欽
、
向
井
元
三
事
、
寛
保
辛
酉
十
潟
十
九

　
日
と
記
ぜ
り
。

14

?
井
定
之
丞
之
墓
　
同
形
小
誌
で
、
表
面
に
向
井
定
之
丞
之
墓
、
右

　
側
に
賓
暦
六
丙
子
歳
五
月
ご
十
六
日
と
刻
す
O

　
現
今
の
墓
榮
は
右
の
様
で
あ
る
が
、
此
墓
螢
は
最
近
に
縮
小
さ

れ
た
も
の
で
以
前
は
今
よ
り
も
其
の
庭
域
懐
く
，
墓
碑
も
今
の
配

列
と
は
異
て
る
た
、
現
今
の
如
く
縮
小
さ
れ
碑
石
を
珊
瑚
に
集
め

た
の
は
何
時
頃
の
こ
と
で
あ
る
か
、
自
分
が
大
正
十
三
年
の
春
海

外
に
遊
ぶ
前
一
度
京
都
附
近
の
名
墳
を
参
舞
し
て
ま
は
っ
た
時
此

墓
螢
を
も
訪
ふ
た
が
、
其
の
時
は
倫
以
前
の
ま
Σ
で
あ
っ
た
と
思

ふ
て
る
た
。
ニ
ク
年
有
牟
を
経
て
、
大
正
＋
五
年
の
＋
一
月
に
餓

朝
し
、
其
の
三
十
口
に
叉
蓼
諒
し
て
見
た
が
、
其
の
時
は
既
に
今

の
墓
榮
に
攣
化
し
て
み
た
の
に
驚
い
た
の
で
あ
っ
た
。
果
し
て
自

分
の
不
在
中
に
移
動
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
は
華
言
は
出
置
な
い

け
れ
ど
も
，
向
井
家
墓
碑
の
以
前
あ
っ
た
跡
に
新
墓
が
築
か
れ
て

居
り
、
そ
れ
に
は
大
正
十
五
年
十
月
十
八
日
と
刻
し
て
あ
る
か

葉
叢
墓
の
班
在
に
就
て
　
（
学
田
）

ら
、
或
は
此
墓
を
造
る
た
め
に
移
韓
し
た
の
か
も
知
れ
ぬ
一
し
て

見
る
と
大
正
＋
五
年
の
移
韓
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
、
兎
に
角
現
今

の
墓
榮
は
大
正
＋
五
年
よ
り
以
前
隔
年
問
に
攣
化
さ
れ
た
㌧
。
〕
と
は

三
三
で
あ
る
。

　
然
ら
ば
其
の
以
前
は
如
何
で
あ
っ
た
か
、
自
分
が
初
め
て
以
前

の
墓
に
参
拝
し
た
の
は
中
幅
時
代
の
こ
と
で
、
少
く
と
も
明
治
三

十
三
、
四
年
頃
の
こ
と
で
あ
る
、
其
の
以
來
憂
ら
な
か
っ
た
も
の

で
、
多
分
向
井
紅
藍
初
の
墓
螢
で
あ
っ
九
と
思
ふ
、
も
っ
と
も
向

井
元
升
墓
の
片
陰
に
刻
せ
る
碑
文
に
よ
る
と
、

　
（
前
略
）
延
｛
惣
［
五
年
十
一
月
灘
甥
切
干
卒
｝
†
家
、
｛
早
蕊
†
轟
ハ
十
王
九
、
二
四
看
価
…

　
不
難
枇
順
、
越
し
T
中
伺
一
胃
口
弗
努
子
溜
爾
｛
泉
鈴
股
些
山
、
一
兀
訪
豚
山
ハ
年
有
故
三
曲
罪
子
虻
ハ

　
南
云
々
。
（
後
略
）

　
と
あ
っ
て
、
一
度
移
劃
し
た
の
で
あ
る
が
，
夫
は
此
纂
域
に
改

葬
し
た
も
の
で
．
此
墓
域
に
あ
る
向
井
元
升
の
墓
は
改
葬
以
後
憂

更
の
な
い
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
重
継
改
葬
が
元
隷
六
年
で
あ
る

か
ら
、
現
今
残
在
し
て
み
る
向
井
家
業
石
中
で
、
向
井
元
升
妻
の
墓

向
井
元
雄
尊
墨
媛
隙
粂
蓬
棄
忙
裏
蘇
月
普

眞
墾
欝
壁
圓
院
過
去
讐
あ
高
井
順
節
墓
厭
胸
二
翌
年

は
當
隣
共
に
改
良
さ
れ
た
も
の
と
考
へ
る
こ
と
が
韻
來
る
。
改
葬

　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
谷
　
第
ご
號
　
　
購
入
三

（　II7　）



　
　
　
　
　
去
來
墓
の
析
在
に
就
て
　
（
寺
田
）

の
理
由
に
就
て
は
、
碑
文
に
は
有
爵
改
葬
干
其
、
南
と
あ
る
の
み
で

知
る
こ
と
が
出
置
な
い
け
れ
ど
も
、
向
井
亡
霊
墓
に
隣
れ
る
其
の

妻
久
米
氏
之
墓
に
は
，
右
側
に
叢
誌
七
年
歳
次
甲
介
季
夏
爾
孝
子

元
端
建
と
刻
し
て
あ
り
、
久
米
氏
は
過
去
帳
に
よ
る
と
、
之
よ
り

以
前
天
和
二
二
命
取
四
月
七
日
に
残
し
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、

或
は
元
藏
六
年
に
改
葬
し
て
、
其
の
翌
年
に
碑
を
新
に
建
設
し
た

の
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
、
更
に
向
井
元
升
墓
碑
も
元
隷
七
年
歳
次

曾
欝
趣
ご
劉
導
騨
簿
議
適
庵
登
細

　
　
　
　
　
　
第
十
山
ハ
巻
　
　
第
二
號
　
　
　
二
八
四

聯
戊
季
夏
日
、
筑
州
後
畢
貝
原
亡
魂
撰
と
あ
る
か
ら
、
此
碑
も
矢

張
り
元
緑
七
年
に
妻
久
米
氏
の
墓
と
醐
時
に
新
建
さ
れ
た
の
で
あ

ら
う
。
し
て
貝
る
と
此
改
葬
は
向
井
家
の
墓
塑
．
を
將
來
の
た
め
鑛

寒
し
た
蕊
め
で
あ
っ
た
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
帥
ち
新
無
量
中
の

景
勝
の
位
置
に
元
升
夫
妻
の
墓
を
螢
む
た
め
で
あ
っ
た
ら
う
と
考

へ
ら
れ
る
、
共
に
改
葬
さ
れ
た
向
井
元
雄
、
久
米
英
彦
乃
至
は
向

井
元
升
の
四
男
向
井
信
焉
子
郎
ち
向
井
順
節
々
な
ど
は
、
其
の
爾

目
「

黒
谷
墓
鵡
・
亀
即
レ
道
隆
↓

霞

ミ
，　　一　　一　　　　内　㎜｛

� 、
茎ぎ 8　9 …＝

茜…

w柔量

＝
、
も
齢
’
ミ
、
7
き
至
正
二
1

臨羅ミ1霞賃ミ：　・雲輪 i
l
嚢
蟹
甦函

團
h

霞
瞬
ミ

籍 ミ

ミ
1

瀞
－備 繍

　陣騨鱒謬

ﾙ雌＿皿轟

§
ミ
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cり

?
井
元
升
三
三
（
向
凸
凹
順
甫
妻
久
来
氏
之
墓
）

働
向
井
以
順
甫
之
墓

覇
純
良
貞
俊
之
墓

④
向
非
元
雄
之
墓

㈲
久
来
英
彦
之
塞

向
向
非
元
進
之
墓

酬
．
震
軒
之
妻
片
桐
戎
墓

働
盤
灘
院
法
印
向
井
元
粥
慕

紛
久
来
英
俊
之
墓

10

芒
?
晦
井
氏
墓

11

�
�
?
井
光
隆
之
墓

12

?
弾
伯
彦
之
墓

13

?
非
定
之
丞
之
慕

く
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側
に
で
も
並
べ
て
、
改
葬
さ
れ
た
の
で
な
か
ら
う
か
、
現
に
向
井

家
の
以
前
の
菓
璽
で
は
向
井
以
順
甫
管
轄
の
左
（
北
側
）
に
純
良
貞

俊
之
墓
、
向
井
元
雄
之
墓
、
久
米
英
彦
之
墓
、
向
井
元
進
之
墓
と

並
ん
で
み
た
の
で
あ
る
。
（
願
）

　
か
く
思
ふ
て
、
移
轄
以
前
の
向
非
家
墓
盤
を
観
察
す
る
と
、
墓

盤
は
今
の
墓
列
よ
り
束
、
眞
如
堂
墓
域
の
東
境
な
る
土
手
の
慮
迄

鑛
が
つ
て
み
た
も
の
で
、
向
井
象
墓
碑
は
一
部
は
土
手
に
接
し
て

建
て
ら
れ
、
一
部
は
今
の
位
置
に
並
ん
で
み
た
の
で
あ
る
、
之
を

圖
示
す
る
と
左
の
や
う
に
な
る
。

　
是
に
よ
っ
て
槻
る
と
、
現
今
の
向
井
寡
墓
は
以
前
の
墓
域
中
の

東
部
の
墓
碑
を
西
方
に
一
塵
に
集
め
た
も
の
で
、
自
分
の
記
憶
に

よ
っ
て
槻
察
す
る
虚
に
よ
る
と
、
（
1
0
）
の
聴
罪
向
井
氏
纂
だ
け
は

其
の
位
置
が
以
繭
と
憂
は
ら
す
、
他
は
皆
移
韓
さ
れ
た
も
の
で
、
．

向
井
元
升
夫
妻
墓
は
も
と
の
位
置
よ
り
約
四
尺
西
に
（
前
方
に
）
移

さ
れ
て
今
の
位
置
と
な
り
、
向
井
元
端
夫
妻
の
墓
碑
も
文
室
向
井

氏
纂
の
南
隣
り
に
移
さ
れ
、
其
の
他
の
小
藩
は
無
意
味
に
文
室
向

井
氏
墓
碑
の
北
側
に
並
べ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
、
而
．
東
方
に
出

來
た
室
地
は
新
し
き
人
の
墓
地
に
利
用
さ
れ
、
向
井
元
升
夫
饗
墓

　
　
　
　
　
去
來
墓
の
所
在
に
撃
て
　
（
馬
田
）

の
蝋
蹟
に
は
一
埣
六
尺
四
方
を
劃
し
、
吉
田
信
新
葬
地
と
な
り
、

大
正
十
五
年
に
は
こ
基
の
新
補
職
。
か
建
て
ら
れ
、
今
は
十
一
基
に

塘
加
し
て
み
る
、
其
の
北
よ
り
向
井
元
端
夫
妻
墓
の
遺
蹟
に
は
方

六
尺
｝
寸
を
劃
し
、
澄
壁
敏
念
居
士
納
骨
所
、
大
正
十
五
年
十
月

十
八
日
、
施
主
中
村
一
彦
と
刻
せ
み
壮
大
な
墓
碑
が
建
設
さ
れ
て

る
る
、
而
今
の
向
井
家
墓
壁
の
南
端
に
あ
る
五
輪
の
塔
は
此
移
韓

の
際
何
虚
か
ら
か
移
要
し
た
も
の
で
、
以
薗
は
向
井
家
墓
．
域
中
に

は
氣
付
か
な
か
っ
た
、
自
分
の
大
正
十
五
年
＋
蝋
月
三
十
日
に
参

詣
し
た
時
に
は
去
來
を
追
慕
し
て
蓼
詣
さ
れ
た
、
島
根
玉
篠
川
郡

生
恥
村
の
錦
織
天
秋
氏
が
、
此
墓
を
以
て
去
來
の
整
に
擬
し
、
卒

塔
婆
を
供
し
、
表
面
に

　
　
　
　
　
松
風
や
冷
六
・
き
墓
に
よ
り
か
㌧
る

　
去
來
先
生
　
碑
を
糞
つ
ね
れ
つ
ね
て
香
の
灰

　
　
　
　
　
　
　
大
正
十
五
年
入
門
十
七
日

と
記
さ
れ
て
み
た
、
然
し
こ
れ
は
去
來
の
梅
醤
で
も
何
で
も
な
い

の
で
あ
る
。

　
斯
く
現
今
の
墓
盤
と
移
需
品
の
墓
域
と
を
調
べ
て
見
て
も
、
墓

碑
は
新
村
博
士
か
算
じ
て
房
ら
れ
る
通
り
十
三
基
で
、
其
虚
に
は

宍
來
の
碑
石
は
な
い
の
で
あ
る
、
此
前
に
於
て
以
前
の
墓
域
に
付

　
　
　
　
　
　
餓
〃
十
六
轟
¢
　
第
二
號
　
　
　
二
入
五
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去
三
三
の
所
在
に
就
て
　
（
寺
田
）

て
少
し
く
考
究
し
て
見
た
い
感
が
起
っ
て
揺
る
，
以
前
の
墓
域
は

果
し
て
當
時
か
ら
の
墓
域
其
の
ま
、
で
あ
ら
う
か
、
墓
碑
配
列
の

押
型
を
観
る
と
。
元
組
で
あ
る
向
井
元
升
夫
妻
の
墓
碑
は
此
墓
域

の
東
南
隅
に
偏
在
し
、
其
の
嫡
子
向
井
元
端
夫
妻
の
墓
碑
が
其
の

左
側
要
尺
の
塵
に
整
然
…
と
東
面
し
て
控
へ
て
居
り
、
元
升
墓
の
前

方
に
は
、
叉
同
形
の
大
碑
石
が
一
基
嚴
然
と
相
無
し
東
面
し
て
立

て
居
り
、
其
の
鯨
の
小
碑
は
側
に
相
並
ん
で
居
る
、
京
都
附
近
大
家

の
墓
螢
を
観
る
と
、
元
三
の
墓
碑
が
塗
残
埜
の
や
う
に
偏
在
し
て

向
井
以
王
事
墓

後
方
石
塊
の
見
1
9
る
露
ば
蕉
位
置

　
　
　
　
　
　
第
十
↓
ハ
巻
　
　
第
二
～
撹
　
　
　
二
入
山
ハ

み
る
こ
と
は
少
な
い
，
墓
碑
の
配
列
こ
そ
異
れ
、
何
れ
も
其
の
中

央
か
さ
も
な
く
ば
景
勝
の
位
置
に
置
か
れ
て
み
る
の
が
普
通
で
あ

る
、
例
へ
ば
黒
谷
山
文
珠
塔
の
北
裏
に
在
る
山
崎
乱
撃
螢
の
如
き

温
習
先
生
墓
は
一
族
墓
碑
の
中
央
に
主
ど
つ
て
居
り
、
叉
其
の
東

に
接
せ
る
今
井
家
墓
螢
に
就
て
観
て
も
、
今
井
似
閑
の
墓
は
墓
域

中
の
よ
い
位
置
を
占
め
て
み
る
。
此
他
嵯
峨
二
尊
院
後
山
に
在
る

な
か
ら
ゐ

牟
井
家
墓
埜
で
も
、
伊
藤
曲
行
笙
で
も
、
深
草
寳
塔
寺
の
下
村
家

墓
螢
で
も
何
れ
も
｝
域
を
劃
し
て
み
る
場
合
は
、
其
の
主
な
る
人

物
の
墓
碑
は
中
央
に
位
し
、
他
は
其
の
側
に
並
ぶ
の
が
普
通
で
あ

る
、
之
は
軍
に
二
三
の
例
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
探
し
た
な
ら

ば
伺
多
撒
嚢
幽
す
る
こ
と
で
あ
ら
う
、

　
し
て
見
る
と
，
向
井
家
墓
埜
の
如
き
元
升
夫
妻
墓
は
少
く
と
も

今
少
し
中
央
に
近
い
慮
に
在
っ
て
ほ
し
い
氣
が
す
る
、
禽
元
升
墓

を
堺
と
し
て
U
直
線
に
南
部
勘
修
寺
伯
爵
家
の
墓
螢
と
な
り
、
何

と
な
く
後
世
人
爲
的
に
切
断
し
た
や
う
な
形
跡
が
う
か
草
は
れ
る

の
で
あ
る
、
果
し
て
後
世
に
墓
螢
の
一
部
が
切
断
さ
れ
た
と
せ
ば

騒
騒
の
墓
碑
の
他
に
向
井
家
の
墓
碑
は
塾
図
多
く
あ
っ
た
も
の
と

見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
果
し
て
然
ら
ば
現
存
墓
碑
の
他
に
實
際
向

（　120　）
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井
家
墓
碑
が
あ
っ
た
で
あ
ら
う
か
レ
そ
こ
で
眞
如
堂
墓
域
中
を
調

べ
て
昊
，
偶
然
に
も
無
讐
。
塚
（
獺
鍵
麟
鶴
簗
欝
懸

肋）

ﾌ
側
に
あ
る
石
垣
の
中
に
向
井
家
の
轟
と
同
形
の
轟
が

西
面
し
て
、
縦
に
積
ま
れ
て
み
る
の
を
嚢
脱
し
た
、
形
式
も
寸
方
も

將
た
石
質
も
向
井
元
端
墓
と
異
ら
な
い
。
裏
面
は
知
れ
な
い
け
れ

ど
も
、
（
向
井
元
端
墓
な
ど
よ
り
推
し
て
。
裏
組
に
ほ
多
分
銘
ば
な
い
と
恩
ふ
）
表
面
に
は
猛
壽
院
法
印
回

井
元
桂
纂
と
大
き
く
刻
し
て
あ
る
。
そ
こ
で
向
井
家
の
宿
坊
を
探

し
、
臨
調
院
な
る
こ
と
を
知
り
、
過
去
帳
に
就
て
調
べ
て
見
、
向

井
暉
麗
と
云
ふ
の
は
向
井
元
端
の
養
子
吉
田
快
庵
と
云
ひ
、
寛
保

二
壬
戌
年
四
月
二
十
日
理
と
云
ふ
こ
と
が
知
れ
，
悪
習
の
妻
は
文

室
向
井
氏
で
智
照
門
貞
節
大
妨
と
回
し
、
元
文
元
丙
辰
年
九
月
十

日
穫
と
云
ふ
こ
と
も
知
れ
た
。
此
の
文
室
向
井
氏
と
云
ふ
の
は
師

ち
向
井
翠
眉
墓
の
前
方
に
之
と
相
遷
し
て
剰
り
東
南
し
て
立
っ
て

る
る
碑
が
夫
で
あ
る
こ
と
を
知
り
驚
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
て
見

る
と
此
の
元
高
墓
は
今
こ
そ
無
線
塔
の
一
部
と
な
っ
て
み
る
が
、

以
前
は
此
の
文
室
向
井
氏
墓
と
並
ん
で
、
其
の
隣
に
在
っ
た
も
の

だ
と
云
ふ
こ
と
や
、
此
の
元
三
墓
と
同
蓮
命
で
取
除
か
れ
た
墓
碑

．
が
他
に
も
あ
っ
た
こ
と
も
察
す
る
こ
と
が
出
來
、
弾
唄
去
帳
を
調

　
　
　
　
　
　
去
來
墓
の
所
在
に
就
て
　
（
寺
田
）

向
井
元
端
夫
妻
．
の
墓

　
　
　
移
縛
後
の
撮
影
に
て
現
今
の
位
置
。

　
　
　
向
て
右
に
少
し
見
ゆ
る
石
碑
に
向
井
元
桂
の
嚢
丈
室
胸
井
氏
の
墓

べ
て
見
た
虎
が
。
現
今
の
墓
整
に
な
い
向
井
家
一
族
の
議
名
が
段

々
磯
見
さ
れ
た
、
詳
細
に
調
べ
な
か
っ
た
か
ら
爾
見
残
し
も
あ
み

こ
と
」
思
ふ
が
、

秀
山
智
曉
童
女

蓮
室
貞
教
信
士

向
井
順
節 　

賓
暦
山
な
内
エ
リ
年
M
四
［
日
月
二
十
一
二
コ
口

　
向
井
二
輪
娘

　
寅
暦
六
舵
・
五
日
刀
二
十
山
油
日

　
向
井
元
通
子

　
天
和
二
壬
戌
年
七
月
二
十
日

　
元
三
四
男
ナ
写
向
井
信
二
子

第
十
六
春
　
第
二
號
　
　
ご
入
七

（IL）・1　）



　
　
　
　
　
去
來
墓
の
断
在
に
麓
て
　
（
寺
聞
）

な
ど
は
此
の
時
嚢
饗
し
た
も
の
で
、
吾
人
追
棊
の
的
と
な
っ
て
み

る
向
井
去
來
の
誰
名
を
も
同
隣
に
獲
見
し
た
。

　
　
向
井
元
宮
羅
棘
姓
誹
寒
発
碧
羅
九
月
吉

と
記
し
て
あ
る
。
し
て
見
る
と
此
等
の
碑
石
は
確
に
元
桂
墓
碑
と

同
時
か
さ
も
な
く
と
も
何
れ
か
の
時
に
取
除
か
れ
た
の
に
相
違
な

い
と
思
は
れ
る
、
蔑
如
堂
塔
中
東
陽
院
の
孤
塁
に
聞
い
て
見
た
慮

が
、
向
井
家
南
部
の
墓
石
は
先
年
拗
修
寺
家
墓
榮
新
設
の
時
か
、

何
か
で
取
除
き
其
の
碑
石
を
以
て
方
丈
土
壁
の
礎
石
に
利
用
し
た

と
聞
い
て
み
る
か
ら
，
或
は
去
來
の
碑
石
も
其
の
中
に
埋
浸
し
て

ゐ
・
か
も
知
れ
な
い
と
云
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
。
（
鶏
難
筋
経

ド
繊
猛
暑
肋
齢
藏
騰
翻
齢
階
）
。

　
此
向
井
家
碑
石
取
除
は
果
し
て
何
時
頃
の
事
で
あ
っ
た
か
、
夫

は
知
れ
な
い
に
せ
よ
、
黒
蟻
の
墓
石
を
整
理
し
、
今
の
勧
修
寺
家

の
墓
碑
が
造
ら
れ
た
こ
と
は
事
實
で
あ
る
、
而
働
修
寺
家
の
墓
域

に
は
今
、
顯
允
卿
の
墓
が
築
か
れ
て
み
る
。
碑
に
よ
る
と
明
治
三

十
三
年
九
月
麗
と
あ
る
か
ら
、
此
墓
埜
は
明
治
三
十
三
年
頃
に
螢

ま
れ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
、
岡
寺
の
初
め
て
向
井
家
榮
を
訪
ふ

沈
の
億
丁
度
朋
治
三
十
三
、
四
年
頃
で
あ
ゆ
、
當
時
は
既
起
此
墓

　
　
　
　
　
　
第
十
↓
ハ
巷
　
　
第
二
號
　
　
　
二
入
海

は
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
向
井
家
墓
碑
を
整
理
し
た
の
は
も
っ

と
前
か
も
知
れ
な
い
。

　
爾
去
來
の
墓
碑
の
悪
寒
に
あ
っ
た
謹
擦
と
考
へ
ら
れ
る
の
は
壁

心
院
の
過
去
帳
に
記
せ
る
向
井
家
の
入
々
の
墓
は
大
部
分
此
墓
域

内
に
残
存
し
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今
は
此
纂
塑
中
に
は
獲
見

さ
れ
な
い
人
の
墓
碑
も
矢
張
り
此
世
に
あ
っ
た
も
の
と
考
へ
ね
ば

な
ら
ぬ
し
、
又
過
去
帳
に
記
せ
る
書
き
方
を
見
る
と
何
れ
も
墓
碑

の
表
而
に
刻
せ
る
ま
」
を
記
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
し
て
見
る
と

今
山
墓
喫
緊
に
残
存
し
て
み
な
く
て
も
、
過
去
帳
に
あ
る
人
々
の

墓
碑
に
は
紐
虫
帳
に
記
せ
る
と
同
様
に
墓
石
に
も
刻
し
て
あ
っ
た

に
蓮
ひ
な
い
、
此
馳
か
ら
推
す
と
去
來
の
誰
は
過
去
帳
に
は
「
向

井
元
淵
」
と
な
っ
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
虫
來
の
纂
碑
も
「
向

井
元
淵
之
墓
」
と
な
っ
て
み
た
と
想
像
さ
れ
る
、
か
く
考
へ
て
る

る
隣
に
丁
度
句
佛
師
の
断
想
私
塾
が
獲
表
さ
れ
、
其
の
中
に
趨

前
の
赴
中
に
あ
っ
た
支
援
の
手
紙
の
中
に
「
去
來
の
墓
も
向
井
馬

繋
之
墓
と
有
之
」
と
あ
る
さ
う
だ
云
々
と
書
い
て
あ
る
の
を
讃
み

思
は
す
自
分
の
想
像
の
蓮
っ
て
み
な
か
っ
た
の
を
憲
び
、
翌
々
去

來
の
轟
も
必
至
の
弄
や
兄
の
元
端
商
形
の
磐
（
襯
籍

（　122　）



備
鵜
葉
隠
譲
無
業
無
量
盟
）
で
夫
籍
並
ん
で
向

井
家
墓
域
中
に
在
っ
た
も
の
と
云
ふ
考
を
強
く
し
た
。
此
等
の
鮎

か
ら
し
て
自
分
は
去
來
の
墓
碑
も
此
慮
に
在
っ
た
の
だ
が
、
何
時

頃
に
か
取
除
か
れ
九
、
多
分
元
旦
之
墓
と
同
時
に
此
蓮
命
に
遭
遇

し
た
も
の
か
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。

　
去
來
の
墓
碑
が
果
し
て
此
慮
に
在
っ
た
と
せ
ば
、
何
塵
の
邊
に

在
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
か
、
今
残
存
す
る
向
井
家
の
墓
域
を
見
る

と
元
組
の
向
井
元
升
夫
妻
墓
よ
り
以
北
の
墓
域
に
は
碑
石
が
秩
序

的
に
湘
…
並
び
、
他
に
纂
碑
が
あ
っ
た
形
跡
が
な
く
、
且
現
に
取
除

か
れ
て
無
縁
塚
に
投
ぜ
ら
れ
て
る
る
向
井
元
桂
の
墓
碑
は
其
の
妻

文
竃
向
井
氏
纂
の
南
側
に
在
っ
た
こ
と
は
、
向
井
元
升
夫
妻
の
墓

碑
並
に
向
井
元
端
夫
妻
墓
碑
の
垂
び
方
よ
り
推
し
て
知
る
こ
と
が

茎
立
る
の
で
あ
る
か
ら
、
其
の
他
の
取
除
か
れ
た
向
井
家
墓
碑
は

必
ず
や
、
立
文
室
向
井
氏
墓
や
、
向
井
元
亨
墓
よ
り
南
方
に
在
っ

た
に
相
盛
な
い
。

　
若
し
取
除
か
れ
た
墓
碑
が
元
墳
墓
よ
り
南
部
に
叢
ん
で
み
た
と

す
る
と
、
向
井
家
の
露
玉
は
下
血
の
な
い
極
く
秩
序
的
に
配
列
さ

れ
た
墓
螢
と
な
る
の
で
あ
り
、
前
に
述
べ
た
如
く
、
向
井
元
畜
か

　
　
　
　
　
去
來
墓
の
班
在
に
就
て
　
（
毒
田
）

元
豫
穴
む
七
年
の
頃
に
父
元
升
の
墓
を
改
葬
し
、
七
年
に
は
碑
銘

を
も
刻
し
て
立
派
に
建
設
し
た
理
．
由
も
鮎
頭
か
れ
る
の
で
あ
る
。

師
ち
元
升
夫
妻
の
墓
を
向
井
家
塾
塑
の
中
央
に
造
り
、
以
後
の
一

族
を
其
の
墓
側
に
擁
ら
う
と
の
考
に
出
た
こ
と
を
も
想
像
し
得
る

の
で
あ
る
。
而
最
近
ま
で
残
存
し
た
、
墓
榮
に
於
け
る
墓
碑
配

列
の
歌
態
を
観
る
と
、
元
升
夫
妻
の
墓
の
左
側
に
嫡
男
濠
端
夫
妻

の
墓
碑
が
嚴
然
と
南
面
し
て
相
並
び
、
元
升
夫
妻
墓
の
前
方
に
は

元
端
の
養
子
元
桂
夫
妻
の
墓
が
相
並
ん
で
、
元
升
夫
妻
纂
に
相
欝

し
て
み
た
の
で
あ
り
、
其
の
他
幼
少
で
残
し
た
一
族
の
墓
は
此
等

墓
碑
の
聞
に
恰
も
後
者
の
如
く
並
ん
で
み
る
の
で
あ
る
、
し
て
見

る
と
元
升
墓
よ
り
南
部
に
あ
っ
た
墓
碑
も
亦
是
と
同
形
式
に
並
ん

で
み
た
と
想
像
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
に
な
る
。
郎
ち
元
端
や

元
桂
に
相
面
す
る
人
が
あ
れ
ば
、
其
の
人
の
墓
碑
は
元
通
夫
妻
墓

の
右
側
で
元
端
書
と
同
じ
位
の
間
隔
を
以
て
元
端
夫
妻
沼
と
相
鉗

し
て
北
面
し
て
夫
妻
湘
並
び
、
其
の
他
の
幼
二
者
墓
碑
は
其
の
間

に
並
ん
で
み
た
に
違
ひ
な
い
、
然
ら
ば
元
端
や
右
脚
に
相
幽
す
る

入
は
あ
っ
た
で
あ
ら
う
か
、
若
し
あ
っ
た
と
す
れ
ば
夫
は
誰
で
あ

ら
う
か
、
申
す
ま
で
も
な
く
去
來
を
お
い
て
他
に
は
な
い
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
第
十
⊥
男
帯
　
　
轄
鮒
二
君
　
　
　
二
八
・
九

（IV3）



合
式
蓼
の
膀
筏
に
就
て
　
（
寺
餌
）

る
、
、
郎
ち
元
升
に
は
子
供
は
煮
雪
平
女
が
あ
っ
た
、
（
元
升
墓
碑
文
）
長
男

は
元
端
、
二
男
は
元
淵
、
郎
ち
去
來
（
難
囎
）
三
男
は
元
成
、
即
ち

欝
、
四
男
は
信
攣
（
難
二
院
過
去
帳
）
舅
は
利
文
と
云
ひ
苺
方
の
久

米
家
を
纏
い
だ
の
で
あ
っ
た
。
四
男
の
信
焉
子
は
早
く
残
し
て
、

此
墓
墜
に
灘
ら
れ
た
も
の
と
堪
え
、
嘱
望
院
の
過
去
帳
に
残
っ
て

居
り
、
三
男
元
威
（
魯
町
）
は
長
崎
に
蹄
り
、
一
堂
の
祭
酒
と
書
物

改
役
を
勤
め
、
（
南
寸
毫
記
頁
二
九
二
）
長
崎
で
残
し
奉
で
あ
り
，
五
男
簿

で
、
久
米
家
を
糠
い
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
京
師
に
居
住
し
て
屠
た

重
な
人
と
申
せ
ば
二
男
長
淵
よ
り
他
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
地
元

淵
は
去
來
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
去
來
を
お
い
て
他
に
求
む
る
入

は
な
い
と
云
ふ
こ
と
」
な
る
、
若
し
自
分
の
想
像
す
る
如
く
，
元

一
週
の
南
部
で
、
元
端
墓
と
相
謝
し
て
北
面
し
て
立
っ
て
る
た
菓

が
あ
っ
た
と
せ
ば
、
夫
は
向
井
元
淵
之
墓
，
邸
ち
表
來
の
墓
で
あ

っ
た
に
蓮
ひ
な
い
。
然
も
去
來
は
日
永
元
年
に
試
し
て
贋
り
、
兄

の
元
端
は
正
徳
二
年
に
乱
し
て
み
る
か
ら
、
元
端
よ
り
も
去
來
の

方
が
約
七
，
八
年
先
に
此
の
墓
墜
に
葬
ら
勲
た
こ
と
に
な
る
。
而

去
來
は
次
男
で
あ
る
か
ら
、
父
の
纂
側
に
葬
る
と
せ
ば
、
先
づ
南

側
で
北
面
し
て
墓
石
を
盤
て
た
と
見
る
方
が
穏
當
に
思
は
れ
ゐ
。

第
十
山
ハ
雀
　
　
第
二
魏
　
　
　
二
九
〇

　
欺
く
考
へ
て
來
る
と
、
今
迄
わ
か
ら
な
か
っ
た
去
來
の
遣
骨
の

所
准
が
彷
彿
と
浮
ん
で
薫
る
や
う
な
愁
が
し
た
、
そ
こ
で
向
井
家

墓
域
を
復
齢
し
て
観
、
初
め
て
、
去
來
の
賢
覧
は
判
明
す
る
事
が

出
來
た
の
で
あ
る
。
郎
ち
以
前
の
向
井
元
升
墓
師
ち
向
井
乾
町
甫

墓
と
嫡
男
向
井
元
端
纂
と
の
間
隔
が
約
十
尺
で
あ
っ
た
か
ら
、
元

升
之
妻
久
米
氏
墓
碑
か
ら
南
へ
約
十
尺
の
庭
で
，
元
端
墓
と
粗
謝

し
た
心
処
を
選
べ
ば
、
弓
庭
が
三
三
の
永
遠
に
横
は
つ
て
み
る
眞
の

三
蹟
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
、
其
の
土
地
は
今
は

勧
修
寺
伯
講
書
の
墓
墜
中
で
あ
り
喜
生
垣
に
て
腿
零
し
，
一
基
の

肚
恣
な
碑
石
は
上
境
の
前
に
南
而
し
て
立
ち
、
表
面
に
は
嚴
然
と

　
蕉
三
位
勲
五
等
親
欝
転
戦
寺
顛
允
卿
之
纂

右
側
に
、
號
艶
紅
院
殿
、
左
側
に
明
治
三
十
三
年
九
月
九
口
麗
と

讃
ま
れ
る
が
，
以
薗
は
此
庭
は
向
井
家
の
榮
域
の
南
牟
の
地
で
、

嘉
島
や
其
の
出
向
井
家
一
族
の
纂
地
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
，
念
の

た
め
復
蕉
鰯
を
示
す
と
左
の
通
り
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
自
分
は

此
三
蹟
が
去
來
の
颯
の
遺
蹟
で
あ
る
こ
と
を
信
ず
る
と
共
に
、
賂

來
垂
來
を
追
慕
せ
ら
る
・
一
士
の
此
慧
蹟
を
訪
は
れ
、
又
全
図
に

於
て
萬
一
に
も
墓
碑
再
建
の
摩
で
も
あ
ら
ん
暁
に
は
必
ず
此
燧
蹟

を
復
旧
せ
ら
れ
永
く
此
偉
人
の
彊
蹟
を
後
世
に
傳
へ
ら
れ
ん
こ
と

を
解
り
こ
の
稿
を
草
し
た
次
第
で
あ
る
。

（　IL7tt　）



眞
如
堂
向
井
家
墓
幣
皆
野
圃
解
。

の
向
井
元
升
卸
量

②
向
非
以
順
甫
之
墓

働
純
良
貞
俊
之
墓

㈲
向
井
元
雄
之
墓

向
久
来
英
彦
之
墓

⑥
向
井
元
進
之
墓

の
震
軒
之
妻
片
桐
段
墓

⑧
向
井
元
端
墓

働
久
来
英
俊
之
墓
　
以
前
に
一
。
の
文

　
室
向
井
氏
墓
の
街
…
に
在
つ
六
が
、

　
向
非
家
墓
域
南
都
の
纂
碑
取
除
き

　
の
際
小
碑
の
こ
と
で
偶
然
に
も
取

　
り
獲
さ
れ
、
丈
室
向
井
墓
の
側
に

函
つ
倒
愈
榔
購
腿
墨
愈
橋
懸
無

一
、
　
　
　
り
　
　
5
　
　
　
一

」
」
E
§
　
　
　
　
、
馬
　
　
　
筐
、
　
　
　
亀
　
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
布
－
神
姦

需
谷
墓
地
・
蓮
見
蓮
路
・
↓

　
　
　
　
　
、
　
§
薦
醤
　
．
、
魑

諜
璽
一
、
糠
駿
麟
蓋

顎

鳥

　
　
へ、

、
、
、
、
二
一

　
一
魂

薯
噂

評静嵐」鍵一

翻
・

画
♂俺

賜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
遜

｛
、
こ
，
二
“
二
二
’
“
、
：
醒
ξ
、
こ
．
・
び
’
塾
二
＝
；
3遷

購
陣
癒
淋

　
並
べ
ら
れ
六
形
跡
が
あ
る
の
で
、
象
り
に
元
桂
墓
の
隣
り
に
あ
っ
た

　
も
の
と
し
て
作
乱
し
六
も
の
で
、
事
實
ど
の
遇
に
あ
っ
れ
か
匡
知
る

　
こ
と
が
出
撃
な
い
。

　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

ー0

芬
ｺ
尚
書
氏
墓
　
　
　
1
1
瞥
軒
向
井
元
隆
之
墓

12

?
轡
型
彦
之
墓
　
　
　
1
3
向
井
定
之
丞
之
墓

14

?
井
元
桂
の
墓
　
七
三
の
考
究
に
よ
り
丈
室
向
井
氏
墓
の
南
、
即
ち

〔　
既
思
置
に
在
っ
た
と
考
へ
る
の
で
復
号
し
六
も
の
で
あ
る
。

ラー5

ﾉ
向
井
家
墓
域
の
纂
碑
配
列
上
の
難
曲
か
ら
推
考
し
て
、
向
非
元
升

　
夫
妻
墓
の
黒
馬
に
に
幼
残
者
の
小
碑
が
並
ん
で
ゐ
糞
も
の
と
考
へ
ら

去
來
墓
の
所
雀
に
就
て
　
（
丁
田
）

　
れ
ろ
の
で
、
復
卜
し
て
霊
い
六
も
の
で
、
蝿
圓
院
の
過
去
帳
に
あ
っ

　
て
、
現
出
井
家
墓
域
中
に
墓
碑
の
残
存
し
て
み
な
い
、

　
　
秀
山
智
曉
童
女
、
蓮
室
貞
教
信
士
、
向
井
順
節

　
な
ど
の
墓
碑
に
此
等
波
列
申
に
あ
っ
糞
も
の
か
と
考
へ
ろ
の
で
め
る

16
P7

ﾉ
郎
ち
吾
々
研
究
の
目
的
彫
る
向
井
師
長
先
生
の
逡
蹟
で
、
向
井

家
墓
域
内
墓
碑
配
列
の
七
竃
上
ど
う
し
て
も
此
庭
に
あ
っ
糞
も
の
と

　
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
、
自
分
の
考
で
ば
ま
來
夫
妻
の
墓
と
致
し
☆

　
い
の
で
あ
る
が
、
聾
圓
院
の
過
去
帳
で
黒
鍬
の
妻
（
日
可
）
の
識
名
為

　
獲
乾
し
蹴
か
つ
糞
の
で
、
翼
々
不
安
に
思
ふ
の
で
に
あ
ろ
が
、
若
し

第
四
丁
山
ハ
縦
焔
　
第
二
號
　
　
　
ご
九
山

（　125　）



　
　
　
去
來
墓
の
一
難
に
就
て
　
（
寺
中
）

夫
妻
並
ん
で
み
た
と
す
れ
ば
、
欝
然
此
位
趾
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ん

の
で
あ
り
、
既
二
塁
の
申
で
ほ
去
來
の
墓
に
向
弁
元
升
、
元
粥
繭
夫

妻
墓
碑
の
ご
並
び
様
か
ら
推
し
て
1
6
の
位
蹟
に
．
相
書
す
る
も
の
と
考
へ

　
　
　
　
第
・
†
六
巻
　
第
二
號
、
　
二
九
繁

る
の
で
あ
り
、
虜
分
の
考
へ
で
匡
、
碑
石
に
矢
張
り
向
井
元
端
塞
と

同
形
同
寸
法
で
、
北
癒
し
て
建
て
ら
れ
て
ゐ
六
も
の
と
想
像
す
る
の

で
あ
・
。
（
昭
和
五
年
十
一
月
二
田
稿
）

明
治
初
年
の
教
育
制
度
と
そ
の
精
紳

（
中
）高

橋

俊

乗

　
　
　
　
四

　
明
治
五
年
八
月
三
日
「
墨
制
」
と
名
づ
け
る
徳
育
法
令
が
画
布
さ

れ
た
。
こ
れ
が
明
治
新
政
府
に
な
っ
て
全
音
統
一
的
に
教
育
法
令

を
布
い
た
始
で
あ
り
、
殊
に
文
部
省
が
設
け
ら
れ
て
か
ら
、
始
め

て
登
．
布
さ
れ
た
劃
桶
的
法
令
で
あ
っ
た
。
今
ロ
と
三
っ
て
、
敏
育

全
般
の
事
を
一
つ
の
法
令
の
中
に
ま
と
め
て
あ
る
の
が
特
色
で
あ

る
。
こ
の
法
令
を
公
に
す
る
前
に
、
同
五
年
文
部
省
か
ら
學
欄
の

草
案
を
具
し
て
、
太
政
官
へ
伺
書
を
出
し
て
み
る
。
そ
の
月
日
は

醐
醐
…
け
て
る
る
糊
か
、
六
m
月
二
十
㎞
四
日
志
八
政
一
官
轟
μ
ら
、
敏
育
山
門
研
門
に
關

し
て
文
部
省
へ
指
令
を
下
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
當
瀞
の
政
府
當

局
が
如
何
な
る
方
針
で
敏
育
に
從
思
せ
ん
と
し
た
か
、
ほ
掌
之
を

察
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
全
文
は
引
用
す
る
の
に
長
す
ぎ
る
か
ら

箇
條
だ
け
を
掲
げ
て
見
よ
う
。

　
　
　
後
來
ノ
目
的
テ
期
シ
声
価
着
手
ノ
順
序
ラ
立
ル
如
左

　
一
五
タ
カ
ラ
小
量
校
二
可
用
事

　
一
哺
述
百
草
出
目
墨
赫
弘
ラ
備
典
ス
ヘ
キ
事
・

　
一
一
般
ノ
女
エ
」
M
力
子
ト
均
シ
ク
毒
血
N
ヲ
被
う
シ
ム
ヘ
キ
コ
ト

　
一
風
大
菊
書
中
漸
次
中
戸
ヲ
設
ク
ヘ
キ
事

　
扁
生
徒
階
級
ラ
踏
ム
趣
メ
テ
嚴
ナ
ラ
シ
ム
ヘ
キ
事

　
一
座
徒
成
業
ノ
規
ア
ル
モ
ノ
ハ
務
メ
テ
晶
共
大
成
ヲ
期
セ
シ
ム
ヘ

　
　
キ
事

　
一
商
法
學
校
一
二
所
ヲ
興
ス
ヘ
キ
事
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